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○ 訪問看護 基本報酬

○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

① ２（１）②認知症に係る取組の情報公表の推進★

② ２（４）③退院当日の訪問看護★

③ ２（４）④看護体制強化加算の見直し★

④ ２（７）⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

⑤ ４（１）③サービス提供体制強化加算の見直し★

⑥ ５（１）③訪問看護の機能強化★

⑦ ５（１）⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

改定事項

１．（５） 訪問看護
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訪問看護 基本報酬

○指定訪問看護ステーションの場合
＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞

・20分未満 312単位 313単位 301単位 302単位
・30分未満 469単位 470単位 449単位 450単位
・30分以上１時間未満 819単位 821単位 790単位 792単位
・１時間以上１時間30分未満 1,122単位 1,125単位 1,084単位 1,087単位
・理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士の場合 297単位 293単位 287単位 283単位
※１日３回以上の場合は90/100 ※１日３回以上の場合は50/100

○病院又は診療所の場合
＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞

・20分未満 264単位 265単位 254単位 255単位
・30分未満 397単位 398単位 380単位 381単位
・30分以上１時間未満 571単位 573単位 550単位 552単位
・１時間以上１時間30分未満 839単位 842単位 810単位 812単位

○定期巡回・随時対応訪問
介護看護事業所と連携する場合
（1月につき）

＜現行＞ ＜改定後＞
2,945単位 2,954単位

訪問看護 介護予防訪問看護

単位数
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○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

-3-
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○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

概要

２．（１）② 認知症に係る取組の情報公表の推進

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）
（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く）★】
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○ 退院当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医
師が必要と認める場合は算定を可能とする。【通知改正】

概要

○ 医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院を退院・退所した日について、厚生労働大
臣が定める状態（利用者等告示第六号）にある利用者に加え、主治の医師が必要と認めた利用者に訪問看護費を
算定できることとする。
※短期入所療養介護サービス終了日（退所・退院日）も同様の取扱い。

算定要件等

２．（４）③ 退院当日の訪問看護

参考：厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第六号）
イ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カ

テーテルを使用している状態
ロ 以下のいずれかを受けている状態にある者

在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を超える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められた状態（在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者）

【訪問看護★】
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○ 看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の
機能強化を図る観点から見直しを行う。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
（訪問看護の場合）

看護体制強化加算（Ⅰ）600単位／月 ⇒ 看護体制強化加算（Ⅰ） 550単位／月
看護体制強化加算（Ⅱ）300単位／月 看護体制強化加算（Ⅱ） 200単位／月

（介護予防訪問看護の場合）
看護体制強化加算 300単位／月 看護体制強化加算 100単位／月

単位数

○要件について、以下の見直しを行う（訪問看護、介護予防訪問看護共通）
・ 算定日が属する月の前６月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合

について、「100分の30以上」から「100分の20以上」に見直し
・ （介護予防）訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が６割以上であることとする

要件を設定（令和５年４月１日施行）
※ 令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看

護職員６割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、
採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。

算定要件等

２．（４）④ 看護体制強化加算の見直し

【訪問看護★】
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

２．（７）⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ

らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対

してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算 10／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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○ サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見
直しを行う。【告示改正】

概要

単位数・算定要件等

４．（１）③ サービス提供体制強化加算の見直し

（注１）表中、複数の単位が設定されているものについては、いずれか１つのみを算定することができる。
（注２）介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める７年（一部３年）

以上勤続職員の割合」である。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対
応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介
護医療院】

資格・勤続年数要件

単位数
加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当） 加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）

訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 勤続7年以上の者が30%以上

（訪問入浴） （夜間訪問）
Ⅰ 44単位/回 Ⅰ 22単位/回
Ⅱ 36単位/回 Ⅱ 18単位/回
Ⅲ 12単位/回 Ⅲ 6単位/回

訪問看護
療養通所介護

― ―
（イ） 勤続7年以上の者が30%以上
（ロ） 勤続3年以上の者が30%以上 （訪看・訪リハ） （療養通所）

（イ）6単位/回 （イ）48単位/月
（ロ）3単位/回 （ロ）24単位/月

訪問リハビリテーション ― ―
（イ） 勤続7年以上の者が1人以上
（ロ） 勤続3年以上の者が1人以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士40%以上
②常勤職員60%以上
③勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

通所介護、通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上

（予防通リハ以外）
Ⅰ 22単位/回（日）
Ⅱ 18単位/回（日）
Ⅲ 6単位/回（日）

（予防通リハ）
Ⅰ 176単位/月
Ⅱ 144単位/月
Ⅲ 48単位/月

特定施設入居者生活介護※
地域密着型特定施設入居者生活介護※
認知症対応型共同生活介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護老人福祉施設※
地域密着型介護老人福祉施設※
介護老人保健施設※、介護医療院※
介護療養型医療施設※

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上
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○ 訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割
分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護や介護予防訪問看護について評価や提供
回数等の見直しを行う。【告示改正】

概要

○ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（1回につき）
＜現行＞ ⇒ ＜改定後＞

２９７単位 ２９３単位

（介護予防）
２８７単位 ２８３単位

○ 1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合の評価
＜現行＞ ⇒ ＜改定後＞

1回につき100分の90 に 1回につき100分の50に
相当する単位数を算定 相当する単位数を算定

利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った
場合は、1回につき５単位を減算する(新設）

単位数

○ 理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
○ 対象者の範囲

理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハビリテーションのみで
は家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加。

算定要件等

５．（１）③ 訪問看護の機能強化

【訪問看護★】
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○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して
サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること
とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以
上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を
付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合
が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業
所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利
用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている
かの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周
知期間の確保等のため、10月から施行）

概要

５．（１）⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保

【ア：訪問系サービス★（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス★（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介
護★を除く）、福祉用具貸与★ イ：居宅介護支援】
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ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 ニ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届 の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問 け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問

入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次 入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 るその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからニまでにより算 ⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イ及びロにより算定し(Ⅰ) (Ⅰ)

定した単位数の1000分の21に相当する単位数 た単位数の1000分の21に相当する単位数

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからニまでにより算 ⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イ及びロにより算定し(Ⅱ) (Ⅱ)

定した単位数の1000分の15に相当する単位数 た単位数の1000分の15に相当する単位数

３ 訪問看護費 ３ 訪問看護費

イ 指定訪問看護ステーションの場合 イ 指定訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 313単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 312単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 470単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 469単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 821単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 819単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,125単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,122単位

⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合 ⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合

（１回につき） 293単位 （１回につき） 297単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 265単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 264単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 398単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 397単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 573単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 571単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 842単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 839単位

ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指 ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指

定訪問看護を行う場合 2,954単位 定訪問看護を行う場合 2,945単位

注１～15 （略） 注１～15 （略）

ニ～ヘ （略） ニ～ヘ （略）

ト 看護体制強化加算 ト 看護体制強化加算

注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合 注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
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しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事 しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事

業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体 業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体

制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月に 制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月に

つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 その他の加算は算定しない。

⑴ 看護体制強化加算 550単位 ⑴ 看護体制強化加算 600単位(Ⅰ) (Ⅰ)

⑵ 看護体制強化加算 200単位 ⑵ 看護体制強化加算 300単位(Ⅱ) (Ⅱ)

チ サービス提供体制強化加算 チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対 都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対

し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に し、指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては１回

従い、イ及びロについては１回につき、ハについては１月に につき６単位を、ハについては１月につき50単位を所定単位

つき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ 数に加算する。

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。

⑴ イ又はロを算定している場合 （新設）

㈠ サービス提供体制強化加算 ６単位(Ⅰ)

㈡ サービス提供体制強化加算 ３単位(Ⅱ)

⑵ ハを算定している場合 （新設）

㈠ サービス提供体制強化加算 50単位(Ⅰ)

㈡ サービス提供体制強化加算 25単位(Ⅱ)

４ 訪問リハビリテーション費 ４ 訪問リハビリテーション費

イ 訪問リハビリテーション費（１回につき） 307単位 イ 訪問リハビリテーション費（１回につき） 292単位

注１～５ （略） 注１～５ （略）

６ 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態 ６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した て都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事

病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所 業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とす

した日（以下「退院（所）日」という。）又は法第19条第 る状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入

１項に規定する要介護認定（以下「要介護認定」という。 所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しく

）の効力が生じた日（当該利用者が新たに要介護認定を受 は退所した日（以下「退院（所）日」という。）又は法第
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（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 ニ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届 の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、 け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、

指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げ 指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからニまでにより算 ⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イ及びロにより算定し(Ⅰ) (Ⅰ)

定した単位数の1000分の21に相当する単位数 た単位数の1000分の21に相当する単位数

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからニまでにより算 ⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イ及びロにより算定し(Ⅱ) (Ⅱ)

定した単位数の1000分の15に相当する単位数 た単位数の1000分の15に相当する単位数

２ 介護予防訪問看護費 ２ 介護予防訪問看護費

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 302単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 301単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 450単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 449単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 792単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 790単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,087単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,084単位

⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合 ⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合

（１回につき） 283単位 （１回につき） 287単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 255単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 254単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 381単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 380単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 552単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 550単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 812単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 810単位

注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労 注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労

働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導 働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導

料（診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号 料（診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号

）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数 ）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数
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表」という。）の区分番号Ｉ012に掲げる精神科訪問看護 表」という。）の区分番号Ｉ012に掲げる精神科訪問看護

・指導料をいう。）及び精神科訪問看護基本療養費（訪問 ・指導料をいう。）及び精神科訪問看護基本療養費（訪問

看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平 看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平

成20年厚生労働省告示第67号）別表の区分番号01―２の精 成20年厚生労働省告示第67号）別表の区分番号01―２の精

神科訪問看護基本療養費をいう。）に係る訪問看護の利用 神科訪問看護基本療養費をいう。）に係る訪問看護の利用

者を除く。）に対して、その主治の医師の指示（指定介護 者を除く。）に対して、その主治の医師の指示（指定介護

予防訪問看護ステーション（指定介護予防サービス基準第 予防訪問看護ステーション（指定介護予防サービス基準第

63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看護ステー 63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看護ステー

ションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医師が交 ションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医師が交

付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指 付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指

定介護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防 定介護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防

訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護 訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護

予防訪問看護事業所（指定介護予防サービス基準第63条第 予防訪問看護事業所（指定介護予防サービス基準第63条第

１項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下 １項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下

同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作 同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作

業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等」という。 業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等」という。

）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス基準 ）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス基準

第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ 第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ

。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防 。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防

訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問 訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問

看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定す 看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定す

る。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護 る。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護

予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている 予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている

指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス 指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス

計画（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と 計画（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

いう。）第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計 いう。）第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計

画をいい、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号 画をいい、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号

）第83条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下 ）第83条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下

同じ。）又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指 同じ。）又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指

定介護予防訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定 定介護予防訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定

し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所 し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所
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定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また 定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また

、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注に 、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注に

おいて「理学療法士等」という。）が指定介護予防訪問看 おいて「理学療法士等」という。）が指定介護予防訪問看

護を行った場合は、イの⑸の所定単位数を算定することと 護を行った場合は、イの⑸の所定単位数を算定することと

し、理学療法士等が１日に２回を超えて指定介護予防訪問 し、理学療法士等が１日に２回を超えて指定介護予防訪問

看護を行った場合、１回につき100分の50に相当する単位 看護を行った場合、１回につき100分の90に相当する単位

数を算定する。 数を算定する。

２～12 （略） ２～12 （略）

13 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法 （新設）

士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開

始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士

、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行

う場合は、１回につき５単位を所定単位数から減算する。

ハ・ニ （略） ハ・ニ （略）

ホ 看護体制強化加算 100単位 ホ 看護体制強化加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医 都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医

療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制 療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制

を強化した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 を強化した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ヘ サービス提供体制強化加算 ヘ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利 都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利

用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、当該基 用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回に

準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を つき所定単位数を加算する。

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算 ６単位 （新設）(Ⅰ)

⑵ サービス提供体制強化加算 ３単位 （新設）(Ⅱ)

３ 介護予防訪問リハビリテーション費 ３ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 307単位 イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 292単位

注１～６ （略） 注１～６ （略）

-17-



 

別紙１ 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号）（抄）  

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

 

２～６ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、平成 30 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第

12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数

が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単位数の

合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定すること

とする。 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合

計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することと

する。 
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（例１）訪問介護（身体介護中心 20 分以上 30 分未満で 250 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

250×1.25＝312.5→313 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329 単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 396 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

396×６回＝2,376 単位 

2,376×0.15＝356.4→356 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

329 単位×８回＝2,632 単位 

2,632 単位×11.40 円／単位＝30,004.80 円→30,004 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並び

に定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密

（例１）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

394×1.25＝492.5→493 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

493×1.05＝517.65→518 単位 

＊394×1.25×1.05＝517.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

394×６回＝2,364 単位 

2,364×0.15＝354.6→355 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

518 単位×８回＝4,144 単位 

4,144 単位×11.40 円／単位＝47,241.60 円→47,241 円 

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算

等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数

は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応

型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知
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着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及

び複合型サービス費は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 396 単位、

訪問看護については 821 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は

算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 394 単位、

訪問看護については 816 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50
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分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪

問介護及び介護保険法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第１号訪

問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問

介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を

見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助についても、適

宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算定するこ

と。 

⑹・⑺ （略） 

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 394 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

（新設） 
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第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑼ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑼において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス基準」と

いう。）第 217 条第１項において電磁的記録により行うことができる

とされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によるこ

と。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

（新設） 
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ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から

第６項までの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

ニ その他、指定居宅サービス基準第 217 条第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまで

に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 
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と。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」

とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、

記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 

     健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが

義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問入浴介護従業

者も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により

実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあって

は、当該健康診断等が一年以内に実施されることが計画されていること

をもって足りるものとする。 

④・⑤ （略） 

 

同号イ⑵㈡の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって

の留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の

動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 

     同号イ⑶の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施

することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問入

浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用

負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場

合にあっては、当該健康診断等が一年以内に実施されることが計画され

ていることをもって足りるものとする。 

④・⑤ （略） 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。 

（新設） 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を

含めることができるものとする。 

（新設） 

⑧ （略） ⑥ （略） 

⑽・⑾ （略） ⑻・⑼ （略） 

４ 訪問看護費 

⑴ 「通院が困難な利用者」について 

訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされてい

るが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不

可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判

断された場合は訪問看護費を算定できるものである。加えて、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護については、指定通所リハビリ

テーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であ

って、ケアマネジメントの結果、看護職員と理学療法士、作業療法士又は

４ 訪問看護費 

⑴ 「通院が困難な利用者」について 

訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされてい

るが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不

可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判

断された場合は訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用

者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通

院サービスを優先すべきということである。 
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言語聴覚士が連携した家屋状況の確認を含めた訪問看護の提供が必要と

判断された場合に、訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な

利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、

通院サービスを優先すべきということである。 

  ⑵・⑶ （略） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

①・② （略） 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1 日２回

を超えて（３回以上）行う場合には１回につき所定単位数の 100 分の 90

に相当する単位数を算定する。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が連続して３回以上訪問看護を行った場合だけ

でなく、例えば午前中に２回、午後に１回行った場合も、同様である。 

（例）１日の訪問看護が３回である場合の訪問看護費 

１回単位数×（90／100）×３回 

④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利

用者については、毎回の訪問時において記録した訪問看護記録書等を用

い、適切に訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した内容を共有するとともに、

訪問看護計画書（以下、「計画書」という。）及び訪問看護報告書（以下、

「報告書」という。）は、看護職員（准看護師を除く。）と理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成すること。また、主治医に

提出する計画書は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した内

容も一体的に記載するものとし、報告書には、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が提供した訪問看護の内容とその結果等を記載した文

書を添付すること。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ ⑥における、訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去２月

間（暦月）において当該訪問看護事業所から訪問看護（医療保険の訪問

看護を含む。）の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作

成する場合をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪

問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の

心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。 

⑸～⑻ （略） 

 

 

 

 

⑵・⑶ （略） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

①・② （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利

用者については、毎回の訪問時において記録した訪問看護記録書等を用

い、適切に訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した内容を共有するとともに、

訪問看護計画書（以下、「計画書」という。）及び訪問看護報告書（以下、

「報告書」という。）は、看護職員（准看護師を除く。）と理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成すること。また、主治医に

提出する計画書及び報告書は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

実施した内容も一体的に含むものとすること。 

 

 

④・⑤ （略） 

⑥ ⑤における、訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去２月

間（暦月）において当該訪問看護事業所から訪問看護（医療保険の訪問

看護を含む。）の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作

成する場合をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪

問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の

心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。 

⑸～⑻ （略） 

⑼ 早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い ⑼ 早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い 
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訪問介護と同様であるので、２⑾を参照されたい。なお、20 分未満の訪

問の場合についても、同様の取扱いとする。 

訪問介護と同様であるので、２⑿を参照されたい。なお、20 分未満の訪

問の場合についても、同様の取扱いとする。 

⑽・⑾ （略） ⑽・⑾ （略） 

⑿ 指定訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若

しくは指定訪問看護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取

扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒁を参照されたい 

⑿ 指定訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若

しくは指定訪問看護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取

扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒂を参照されたい 
⒀ 特別地域訪問看護加算の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒂を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の 15％加算としているが、この場合の所定

単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を

含まないこと。 

⒀ 特別地域訪問看護加算の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の 15％加算としているが、この場合の所定

単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を

含まないこと。 
⒁ 注８について 

訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の 10％加算としているが、この場合の所定

単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を

含まないこと。 

⒁ 注８について 

訪問介護と同様であるので、２⒄を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の 10％加算としているが、この場合の所定

単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を

含まないこと。 
⒂ 注９について 

訪問介護と同様であるので、２⒄を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の５％加算としているが、この場合の所定

単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を

含まないこと。 

⒂ 注９について 

訪問介護と同様であるので、２⒅を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の５％加算としているが、この場合の所定

単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を

含まないこと。 

⒃～⒆ （略） ⒃～⒆ （略） 

⒇ 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関を退

所・退院した日の訪問看護の取り扱い 

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関

を退所・退院した日については、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣

が定める状態（利用者等告示第６号を参照のこと。）にある利用者又は主

治の医師が退所・退院した日に訪問看護が必要であると認める利用者に限

り、訪問看護費を算定できることとする。 

なお、短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）においても

同様である。 

(21) （略） 

(22) 退院時共同指導加算について 

⒇ 介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を退所・退院し

た日の訪問看護の取り扱い 

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院を退所・退

院した日については、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が定める状

態（利用者等告示第６号を参照のこと。）にある利用者に限り、訪問看護

費を算定できることとする。 

 

なお、短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）においても

同様である。 

(21) （略） 

(22) 退院時共同指導加算について 
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① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ス

テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院又

は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の

退院又は退所につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第

６号を参照のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導

を行った場合には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合

の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場

合においても算定できること。 

また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又は

その看護に当たる者の同意を得なければならない。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

②～⑤ （略） 

(23) （略） 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ス

テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院又

は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の

退院又は退所につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第

６号を参照のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導

を行った場合には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合

の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場

合においても算定できること。 

 

 

 

 

 

 

②～⑤ （略） 

(23) （略） 

(24) 看護体制強化加算について 

① 大臣基準告示第９号イ⑴㈠の基準における利用者の割合については、

以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６

月間当たりの割合を算出すること。 

ア・イ （略） 

② 大臣基準告示第９号イ⑴㈡の基準における利用者の割合については、

以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６

月間当たりの割合を算出すること。 

ア・イ （略） 

③ （略） 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出

した前月（暦月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が 100 分

の 60 から１割を超えて減少した場合（100 分の 54 を下回った場合）に

は、その翌月から看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範

囲内で減少した場合（100 分の 54 以上 100 分の 60 未満であった場合）

には、その翌々月から当該加算を算定できないものとすること（ただし、

(24) 看護体制強化加算について 

① 大臣基準告示第９号イ⑴の基準における利用者の割合については、以

下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月

間当たりの割合を算出すること。 

ア・イ （略） 

② 大臣基準告示第９号イ⑵の基準における利用者の割合については、以

下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月

間当たりの割合を算出すること。 

ア・イ （略） 

③ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

-27-



22 
 

翌月の末日において 100 分の 60 以上となる場合を除く。）。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第９号イ⑴

㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割合並びにイ⑴㈢及びロ⑴㈡の人数について、

継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合及び人

数については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回

った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければ

ならないこと。 

⑧ （略） 

 

④・⑤ （略） 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第９号イ⑴

若しくはイ⑵の割合及びイ⑶若しくはロ⑵の人数について、継続的に所

定の基準を維持しなければならない。なお、その割合及び人数について

は、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合に

ついては、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければならないこ

と。 

⑦ （略） 

(25) サービス提供体制強化加算について 

 ３⑼を参照のこと。 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

(25) サービス提供体制強化加算について 

① ３⑺①から⑥までを参照のこと。 

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。具体的には、平成 21 年４月における勤続年数３年以上の者とは、

平成 21 年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等に

おいてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含

めることができるものとする。 

５ 訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① （略） 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテー

ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリ

テーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー

ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に

対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記

録する。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施す

ることが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション

料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料

５ 訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

   （新設） 

 

 

② 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施す

ることが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション

料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料
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別紙４ 

 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄） 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指導

に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについて

は、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施

設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれば

足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であること

から、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定するこ

ととし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、平成 27 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指

導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについ

ては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定

施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれ

ば足りるものとする。 

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ

ンについては、月額定額報酬であることから、月途中からのサービス開始、

月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上

に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 
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⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第 12 条

に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に

満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

 

 

 

 

 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整

数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、

介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費並び

に介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護

費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問

リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテ

ーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多

機能型居宅介護費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑶～⑹ （略） ⑶・⑷ （略） 

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー

ションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条の２の定義上、要支

援者の居宅において行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条

の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものとされており、要支
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われるものは算定できない。 援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 

⑹ （略） ⑹ （略） 

（削る） ⑺ 栄養管理について 

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に

応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介護予防短期入所生

活介護及び介護予防短期入所療養介護においては、常勤の管理栄養士又は

栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を

行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

（新設） 
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る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑻ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑻において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第

293 条第１項において電磁的記録により行うことができるとされてい

るものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定介護予防サービス基準第 49 条の２

第２項から第６項までまでの規定に準じた方法によること。 

（新設） 
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ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府法務省経済産業省）」を参考にすること。 

ニ その他、指定介護予防サービス基準第 293 条第２項において電磁的

方法によることができるとされているものに類するものは、イからハ

までに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的

方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 90 を乗じて得た単位数を算定できる。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定できる。 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に
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・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③～⑤ （略） 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③～⑤ （略） 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。 

（新設） 

 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含

めることができるものとする。 

⑧ （略） 

（新設） 

 

 

 

⑥ （略） 

⑽ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

⑿ （略） 

⑻ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」）を参照すること。 

⑼ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」）を参照すること。 

⑽ （略） 

３ 介護予防訪問看護費 

⑴ 「通院が困難な利用者」について 

介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと

されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での

支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防

訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定で

きるものである。加えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

介護予防訪問看護については、指定介護予防通所リハビリテーションのみ

では家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であって、介護予防ケ

アマネジメントの結果、看護職員と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が連携した家屋の状況の確認を含めた介護予防訪問看護の提供が必要

と判断された場合に、介護予防訪問看護費を算定できるものである。「通

院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保される

のであれば、通院サービスを優先すべきということである。 

３ 介護予防訪問看護費 

⑴ 「通院が困難な利用者」について 

介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと

されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での

支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防

訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定で

きるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様の

サービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということ

である。 
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⑵・⑶ （略） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

 ①・② （略） 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、

１日２回（３回以上）を超えて行う場合には１回につき所定単位数の 100

分の 50 に相当する単位数を算定すること。なお、当該取扱いは、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連続して３回以上介護予防訪問看

護を行った場合だけでなく、例えば午前中に２回、午後に１回行った場

合も、同様である。 

（例）１日の介護予防訪問看護が３回である場合の介護予防訪問看護費 

     １回単位数×（50／100）×３回 

④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供し

ている利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問

看護記録書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した

内容を共有するとともに、介護予防訪問看護計画書（以下、「計画書」と

いう。）及び介護予防訪問看護報告書（以下、「報告書」という。）は、看

護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書は理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に記載するものと

し、報告書には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供した介

護予防訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付すること。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ ⑥における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が

過去２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防

訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であ

って、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化

等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が

変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す

ることをいう。 

⑸～⒄ （略） 

⒅ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療

機関を退院した日の介護予防訪問看護の取扱い 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療

⑵・⑶ （略） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

①・② （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供し

ている利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問

看護記録書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した

内容を共有するとともに、介護予防訪問看護計画書（以下、「計画書」と

いう。）及び介護予防訪問看護報告書（以下、「報告書」という。）は、看

護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書及び報告書は

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に含む

ものとすること。 

 

④・⑤ （略） 

⑥ ⑤における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が

過去２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防

訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であ

って、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化

等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が

変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す

ることをいう。 

⑸～⒄ （略） 

⒅ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）の介護予

防訪問看護の取扱い 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について
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機関を退院した日については、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が

定める状態（利用者等告示第77号において準用する第６号を参照のこと。）

にある利用者又は主治の医師が退所・退院した日の介護予防訪問看護が必

要であると認めた利用者に限り、介護予防訪問看護費を算定できることと

する。 

⒆ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の

利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から５単位減算する。

なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、

新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３

年４月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。 

⒇ （略） 

(21) 退院時共同指導加算 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ス

テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、

初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退

院につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照

のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合

には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、

初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場

合においても算定できること。 

また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又は

その看護に当たる者の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装

置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

   ②～⑤ （略） 

(22) 看護体制強化加算について 

① 厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下

「大臣基準告示」という。）第 104 号の規定により準用する大臣基準告示

第９号イ⑴㈠の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げ

は、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示

第 77 号において準用する第６号を参照のこと。）にある利用者に限り、介

護予防訪問看護費を算定できることとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

⒆ （略） 

⒇ 退院時共同指導加算 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ス

テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、

初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退

院につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照

のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合

には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、

初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場

合においても算定できること。 

 

 

 

 

 

 

 

②～⑤ （略） 

(21) 看護体制強化加算について 

① 厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下

「大臣基準告示」という。）第 104 号の規定により準用する大臣基準告示

第９号イ⑴の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる
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る数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割

合を算出すること。 

ア・イ （略） 

② 大臣基準告示第 104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵

㈡の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに

掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出す

ること。 

ア・イ （略） 

③ （略） 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出

した前月（暦月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が 100 分

の 60 から１割を超えて減少した場合（100 分の 54 を下回った場合）に

は、その翌月から看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範

囲内で減少した場合（100 分の 54 以上 100 分の 60 未満であった場合）

には、その翌々月から当該加算を算定できないものとすること（ただし、

翌月の末日において 100 分の 60 以上なる場合を除く。）。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 104 号の

規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割

合について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、そ

の割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を

下回った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなけ

ればならないこと。 

(23) サービス提供体制強化加算について 

２⑼を参照のこと。 

（削る） 

 

 

（削る） 

数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合

を算出すること。 

ア・イ （略） 

② 大臣基準告示第 104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵

の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲

げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出する

こと。 

ア・イ （略） 

③ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

④・⑤ （略） 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 104 号の

規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴及びイ⑵の割合について、

継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合につい

ては、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合

については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければならない

こと。 

(22) サービス提供体制強化加算について 

① ２⑺①から⑥までを参照のこと。 

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。具体的には、平成 21 年４月における勤続年数３年以上の者とは、

平成 21 年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等に

おいてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含め

ることができるものとする。 

４ 介護予防訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

４ 介護予防訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 
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３　訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の
場合

夜間又は早朝
の場合、若しく
は深夜の場合

複数名訪問
加算（Ⅰ）

複数名訪問
加算（Ⅱ）

１時間３０分以
上の訪問看護
を行う場合

要介護５の者
の場合

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケア
加算

医療保険の訪
問看護が必要
であるものとし
て主治医が発
行する訪問看
護指示の文書
の訪問看護指
示期間の日数
につき減算（１
日につき）

（３１３単位）

（２）　３０分未満

（４７０単位）

（８２１単位）

（１，１２５単位）

（２６５単位）

（２）　３０分未満

（３９８単位）

（５７３単位）

（８４２単位）

（１）　看護体制強化加算（Ⅰ）

　（１月につき　＋５５０単位）

（２）　看護体制強化加算（Ⅱ）

　　　　（１月につき　＋２００単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1回につき　＋６単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1回につき　＋３単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1月につき　＋５０単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1月につき　＋２５単位）

　：　「特別地域訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、　「ターミナルケア加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できるものとする。
※　令和３年９月３０日までの間は、訪問看護費のイからハまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ト　看護体制強化加算
　　（イ及びロを算定する場合のみ算定）

＋８００単位

（１）イ及びロを算
定する場合

夜間又は
早朝の場合
＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

ハ　定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２，９５４単位）

－９７単位

＋３００単位

１月につき
（Ⅰ）の場合

　＋５００単位
又は

（Ⅱ）の場合
＋２５０単位

３０分未満の
場合

＋２０１単位

３０分以上の
場合

＋３１７単位

准看護師に
よる訪問が
1回でもある

場合
×９８/100

（２）ハを算定する
場合

×９０／１００

チ　サービス提供体制
　　強化加算

基本部分

注

イ　指定訪問看護
　　ステーションの場合

×９０／１００

（４）　１時間以上１時間３０分未満

ロ　病院又は診療所
　　の場合

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位（１）　２０分未満
　　　　週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　　　看護師による訪問を行った場合算定可能

（３）　３０分以上１時間未満

＋１５／１００ ＋１０／１００ ＋５／１００

１月につき
訪問看護

ステーション
の場合

＋５７４単位

病院又は
診療所の場合
＋３１５単位

死亡日及び
死亡日前14日
以内に2日以

上ターミナルケ
アを行った場

合
＋２，０００単位

 １月につき
＋３１５単位

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×９０／１００

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に

サービスを行う
場合

×８５／１００

＋３００単位

（１）　２０分未満
　　　　週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　　　看護師による訪問を行った場合算定可能

（３）　３０分以上１時間未満

（４）　１時間以上１時間３０分未満

（５）　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

（２９３単位）
　※　１日に２回を超えて実施する場合は９０/１００

１月につき
＋５７４単位

（１月につき　＋３００単位）ニ　初回加算

　（１回につき　＋６００単位）ホ　退院時共同指導加算

（１月につき　＋２５０単位）へ　看護・介護職員連携強化加算

介護　3

-38-



２　介護予防訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場合 夜間若しくは早朝の
場合又は深夜の場
合

複数名訪問加算
（Ⅰ）

複数名訪問加算
（Ⅱ）

1時間30分以上の
介護予防訪問看護
を行う場合

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

特別地域介護予防
訪問看護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

緊急時介護予防訪
問看護加算（※）

特別管理加算 利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問看護を行った
場合

　：　「特別地域介護予防訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」、「特別管理加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定できるものとする。
※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防訪問看護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

３　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

特別地域介護予防
訪問リハビリテーショ
ン加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加算

事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合

利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問リハビリテーショ
ンを行った場合

　：　「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防訪問リハビリテーション費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

－５０単位 －５単位

ロ　事業所評価加算

（１月につき　１２０単位を加算）

ハ　サービス提供体制
　　 強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋６単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　＋３単位）

＋１０／１００介護老人保健施設の場合

介護医療院の場合

＋５／１００
1日につき

＋２００単位

基本部分

イ　介護予防訪問
　　リハビリテーション費

病院又は診療所の場合

１回につき　３０７単位

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

×９０／１００

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ

スを行う場合
×８５／１００

＋１５／１００

ヘ　サービス提供体制
　　 強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋６単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　＋３単位）

ハ　初回加算

（１月につき　＋３００単位）

ニ　退院時共同指導加算

（１回につき　＋６００単位）

ホ　看護体制強化加算 （１月につき　＋１００単位）

ロ　病院又は診療所
　　の場合

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能

×９０／１００
1月につき

＋３１５単位

（２５５単位）

（２）　３０分未満

（３８１単位）

（３）　３０分以上１時間未満

（５５２単位）

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋５００単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋２５０単位

（２）　３０分未満

（４５０単位）

（３）　３０分以上１時間未満

（７９２単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
＋３００単位

（１，０８７単位）

（５）　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

（２８３単位）
　    　※　１日に２回を超えて実施する場合は５０/１００

（３０２単位）

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

×９０／１００

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ

スを行う場合
×８５／１００

＋１５／１００ ＋１０／１００ ＋５／１００

1月につき
 ＋５７４単位

（４）　１時間以上１時間３０分未満

＋３００単位

（８１２単位）

－５単位

基本部分

注

イ　指定介護予防訪問
　　看護ステーション
　　の場合

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能

×９０／１００

夜間又は早朝の
場合

＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

３０分未満の
場合

＋２０１単位

３０分以上の
場合

＋３１７単位

予防　2
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

緊急時訪問看護加算

特別管理体制

ターミナルケア体制

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

緊急時介護予防訪問看護加算

特別管理体制

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

63 介護予防訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

１　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　

１　なし　４　加算Ⅰ（イ及びロの場合）　２　加算Ⅱ（イ及びロの場
合）　５　加算Ⅰ（ハの場合）　３　加算Ⅱ（ハの場合）

１　なし　２　あり

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（訪問看護・介護予防訪問看護）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応型サービス連携

１　なし　２　あり

63

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

介護予防訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他
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